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 附則 

   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、現下の物価の高騰が国民生活に著しい影響を与え、とりわけ教育費

をはじめとする子育てに関する経済的負担を増大させており、これに対する懸念から子

どもを安心して生み、育てることができる社会の実現が妨げられていることに鑑み、子

育て・若者緊急支援（現下の物価の高騰による影響の緩和を図るため、出産及び育児を

する者並びに若者に対して緊急に講ずべき経済的支援をいう。）に関する施策を定める

ことにより、社会全体として子育てに関する経済的負担の軽減を図ることを目的とする。 

   第二章 出産に関する経済的負担の解消及び軽減 

第二条 政府は、当分の間、出産のために必要な費用の負担を解消し、及び出産後の健康

の確保、乳児の養育等に必要な費用の負担を軽減するために必要な財政上の措置その他

の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、前項の措置の実施状況を勘案しつつ、出産のために必要な費用の負担に関し、

出産について健康保険法（大正十一年法律第七十号）、国民健康保険法（昭和三十三年

法律第百九十二号）その他の法律に基づく医療保険制度による療養の給付を行うことと

することを含めて検討を加え、その結果に基づいて、必要な法制上の措置その他の措置

を講ずるものとする。 

   第三章 育児に関する経済的負担の軽減等 

 （不払養育費の立替払等） 

第三条 都道府県は、離婚後に児童を監護しない親が当該児童の養育に必要な費用として

負担すべき額を当該児童を監護する親に支払わない場合において、当該児童を監護する

親に対し、当該負担すべき額の立替払をすること（以下この条において「不払養育費の

立替払」という。）その他当該児童の養育に必要な費用についての援助その他の必要な

措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 政府は、当分の間、不払養育費の立替払等に関する事業を実施する都道府県を支援す

るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

３ 政府は、都道府県による不払養育費の立替払等に関する事業の実施状況等を勘案しつ



つ、公的機関による不払養育費の立替払及びこれに要した費用の求償に関する法制度の

在り方について検討を加え、その結果に基づいて、必要な法制上の措置その他の措置を

講ずるものとする。 

 （所得制限により児童手当の特例給付を受けられない者に対する給付） 

第四条 政府は、当分の間、児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）附則第二条第一

項に規定する給付を受けることができない者であって、子ども・子育て支援法及び児童

手当法の一部を改正する法律（令和三年法律第五十号）第二条の規定による改正前の児

童手当法附則第二条第一項の規定によるとすれば同項に規定する給付を受けることがで

きることとなるものに対し、児童手当法附則第二条第一項に規定する給付に相当する給

付を行うものとする。 

 （学校給食の無償化） 

第五条 政府は、当分の間、学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第三条第一項に

規定する学校給食（公立の義務教育諸学校（小学校、中学校、義務教育学校、中等教育

学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。）において実施され

るものに限る。）について、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する

学校給食費に係る児童又は生徒の保護者の負担を解消するための財政上の措置を講ずる

ものとする。 

   第四章 高等教育に関する経済的負担の軽減等 

 （学資貸与金の返還をする者の負担の軽減） 

第六条 政府は、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四

号）第十四条第一項に規定する学資貸与金について、同法第十五条及び第十六条に定め

るもののほか、一定の期間、独立行政法人日本学生支援機構により、返還の期限の猶予、

利子の免除その他その返還をする者の負担を軽減するための措置が講ぜられることとな

るよう、独立行政法人日本学生支援機構に対し、財政上の措置その他の措置を講ずるも

のとする。 

 （高等教育の無償化に向けた措置及び学資の支給の拡充） 

第七条 政府は、大学その他の高等教育を行う機関における高等教育を無償とすることに

向けた措置を講ずるとともに、当分の間、これらの機関で修学をする学生及び生徒が修

学に必要な生活費を確保できるよう、学資として支給する資金の支給対象の拡大及び支

給額の引上げに係る措置その他の措置を講ずるものとする。 

   附 則 

 この法律は、公布の日から施行する。 



     理 由 

 現下の物価の高騰が国民生活に著しい影響を与え、とりわけ教育費をはじめとする子育

てに関する経済的負担を増大させており、これに対する懸念から子どもを安心して生み、

育てることができる社会の実現が妨げられていることに鑑み、現下の物価の高騰による影

響の緩和を図るため、出産及び育児をする者並びに若者に対して緊急に講ずべき経済的支

援に関する施策を定めることにより、社会全体として子育てに関する経済的負担の軽減を

図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


